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成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画 

（令和元年６月21日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

成長戦略実行計画 

 

第１章 基本的考え方 

（１）背景 

AI、IoT、ロボット、ビッグデータ、分散台帳技術（ブロックチェーン）など、第４次

産業革命のデジタル技術とデータの活用は、19 世紀から20 世紀にかけて進んだ電力化

や、20 世紀末に進んだ IT 化と同じく、全ての産業に幅広い影響を及ぼす、汎用技術

（General Purpose Technology：GPT）としての性格を有する。 

令和の新時代において、我が国が第４次産業革命の新たな汎用技術の潜在力を最大限

にいかし、生産性向上や経済成長につなげるためには、企業組織の在り方や個人の仕事

の内容・仕方など、経済社会システム全体の再構築を図る必要がある。 

第４次産業革命は、同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化をもた

らす。デジタリゼーションを企業経営者が本格活用し、いかに差別化を図り、付加価値

の高い新たな製品、サービスを生み出すかという競争であり、付加価値の創出・獲得が

課題である。 

第４次産業革命は、労働市場にも大きな影響を及ぼす。現在、世界的に中スキルの仕

事が減少し、高スキルと低スキルの仕事が増加する「労働市場の両極化（Polarization）」

が進行している。高スキルの雇用を増加させるためには、機械やAIでは代替できない創

造性、感性、デザイン性、企画力といった能力やスキルを具備する人材を育てていく必

要がある。 

このように、第４次産業革命に合わせて「組織」と「人」の変革を進められるかどう

かが、付加価値の創出による労働生産性上昇を実現できるかどうかを左右する。 

 

（２）政府・政策の変革 

第４次産業革命の変化のスピードは早く、かつ、急激であり、世界は大きく変化して

いる。政府が、早期に、かつ、具体的に対応策を打ち出し、民間がこれに応えて具体的

なアクションを起こせるかどうかが、日本が第４次産業革命をリードできるかどうかを

決する。この１、２年が勝負である。 

このため、必要な法制面を含む環境整備を全政府的に早急に進め、2020年の通常国会

において国の基本的なインフラ整備・ルール整備を完了するよう取り組むこととする。 

引き続き、アベノミクスにおける大胆な金融政策や機動的な財政運営を推進しつつ、

その間に、政府においては、人材の流動化などのオープン・イノベーションの試みを率

先して実施すると同時に、規制改革の推進により新規参入や新陳代謝を促進し、経済政
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策の持続可能性を確保していく。 

 

（中略） 

 

第４章 人口減少下での地方施策の強化 

（中略） 

６．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

 ローカルのグローバル化を進めるなどにより、中小企業・小規模事業者の生産性を高

め、付加価値を増加させ、従業員や家族の消費を支え、地域経済にも貢献するという好

循環を促すことが、我が国全体の成長に不可欠である。 

  

①デジタル実装支援 

  デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるよう、ものづくり補助金やＩＴ

導入補助金等による支援を引き続き推進するとともに、創業時等におけるクラウド会計

をはじめとするデジタル化の普及促進やクラウド・ファンディングなどのデジタルツー

ルの活用を採択時の加点要素とする補助金の範囲の拡大を検討する。また、個社単位の

デジタル化のみならず、データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化による

つなぎ融資サービス、ＥＤＩ関連サービス、支援機関によるデジタル化促進などの普及

支援策を検討する。 

 

②経営資源引継ぎの促進 

 事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補助金について、

第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化を行う。また、事業引継支援

データベースや後継者人材バンクを抜本拡充するなど、経営資源引継型の創業や第三者

承継等を後押しするための取組を進める。 

 

③経営者保証 

 経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として新旧経営者からの二重

徴求を行わないことを明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則を年内を目

途に策定する。また、中小企業等が経営者保証を不要とするための要件の充足をできる

よう、専門家の確認・支援を受けることができる体制を整備する。さらに、事業承継時

に後継者の経営者保証を不要とする新たな信用保証メニューを創設するとともに、保証

料負担を最大ゼロまで軽減する政策を推進する。加えて、商工中金が原則無保証化する

など、政府系金融機関・信用保証協会の取組を一層促すとともに、これらの施策を通じ

て民間金融機関による経営者保証に依存しない融資についても一層進めていく。 

 

④産業ごとのきめ細かな取引関係の適正化 

 親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となっている中小企業が
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賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もあることから、利益や付加価値の状況、

労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとの分析等を行った上で、親事

業者と下請事業者との格差が特に大きい産業等を中心に、下請Ｇメンによる下請事業者

の実態把握等も含めて調査を重点的に行うなど、個別の産業に応じた取引関係の課題を

明らかにし、競争法制や中小企業法制等をフル活用して、きめ細かな改善を図っていく。 

 これにより、サプライチェーン全体の中で、大企業と中小企業がコストアップを公正

に負担し合ったり、大企業が中小企業のデジタル技術実装に協力したりすることで、中

小企業の生産性向上を後押しし、経済全体の付加価値を高める、共存共栄の関係を構築

する。 

 

 

成長戦略フォローアップ 

 

Ⅱ．全世代型社会保障への改革 

（中略） 

３．多様で柔軟な働き方の拡大 

（中略） 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

（中略） 

ⅱ）生産性を最大限に発揮できる働き方に向けた支援 

（中略） 

③ 最低賃金の引上げ 

・経済成長率の引上げや日本経済全体の生産性の底上げを図りつつ、中小企業・小規

模事業者が賃上げしやすい環境整備に積極的に取り組む。生産性向上に意欲をもっ

て取り組む中小企業・小規模事業者に対して、きめ細かな伴走型の支援を粘り強く

行っていくことをはじめ、思い切った支援策を講ずるとともに、下請中小企業振興

法に基づく振興基準の更なる徹底を含め取引関係の適正化を進め、下請事業者によ

る労務費上昇の取引対価への転嫁の円滑化を図る。 

・最低賃金については、この３年、年率３％程度を目途として引き上げられてきたこ

とを踏まえ、景気や物価動向を見つつ、地域間格差にも配慮しながら、これらの取

組とあいまって、より早期に全国加重平均が 1000 円になることを目指す。あわせ

て、我が国の賃金水準が他の先進国との比較で低い水準に留まる理由の分析1をはじ

め、最低賃金の在り方について引き続き検討する。 

 

（以下、略） 

 

                                            
1 業種別業態別、地域別の実態分析を含む。 


